
認 定 書

国 住 指 第 476号
平成 23年 7月 19日

旭化成建材株式会社

代表取締役社長 小林 宏史 様

国土交通大臣  大畠

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 26+第 1項 (同法第 88条第 1項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第人号並びに同法施行令第 108条

第一号及び第二号 (外壁 (耐力壁):各 30分間)の規定に適合するものであることを認め

る。

記

1.認定番号  ・

PC030BE-2202

2.認定をした構造方法等の名称

樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張

/木製軸組造外壁

3.認定をした構造方法等の内容

別添の通 り

(注意)こ の認定書は、大切に保存 しておいてください



(別添)

1.構造名

樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張/木製軸組造外壁

2.寸法および形状等 (寸法単位 :Iml)

項   目 申 請 構 造

壁  高 構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする

壁  厚 166 以上

3.材料構成

1)主構成材料 (寸法単位 I nHl)

項  目 申 請 構 造

①荷重支持部材 ・材質 (1)～ 但)の うち、いずれか一仕様とする

(1)平成 12年建設省告示第 1452号に規定する構造用製材 (JA勧

(2)平成 13年国土交通省告示第 1024号に規定する構造用集成材 (JA勧

(3)平成 13年国土交通省告示第 1024号に規定する単板積層材 (JA勧

他)平成 12年建設省告示第 1452号に規定する無等級材
。かさ比重 0.38± 008以上

・断面形状 105× 105の断面寸法以上
・間隔  4000以下

②問柱 ・材質
・規格
・かさ比重
・断面形状
・間隔

木 (製材又は集成材)

日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材又は構造用集成材

0.38± 008以上

27× 60の断面寸法以上

500以下

③胴縁 ・材質
・断面形状
・間隔

木 (製材又は集成材)

18× 45の断面寸法以上

500以下

④構造用面材 火山性ガラス質複層板
・規格 JIS A 5440
。厚さ 9以上
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(寸法単位 :mm)

項   目 申 請 構 造

⑤外装材 [1]基材

窯業系サイディング
・規 格 JIS A 5422
・組 成 (質量始

けい酸カルシウム硬化物

有機質繊維

無機質繊維

有機質混和材

無機質混和材

但し、

●繊維質原料

有機質 :∪ ,日
―ス

ド
繊維、ホ

°
リピ司レアl,]司,繊維、ホ

°
リフ
°
ロピレン繊維等

無機質 :力 'ラス繊維、ロックウ司
'繊

維等 (石綿は使用してはならない)

●混和材料

有機質 :リク
｀
ニン、メチ)レセルロース

゛
、撥水剤等

無機質 :ハ
°―ライト、炭化カルシウム、マイカ等

[2]表面塗装 イ)～れのうち、いずれか一仕様とする

イ)ア クリルウレタン系樹脂

酎アクリル系樹脂
,リ アクリルシリコン系樹脂

∋フッ素系樹脂

n無機質系
・塗布量 200g/∬ (有機固形分)以下

団 かさ比重 1.1± 02

65ハV86

1～ 13

4未満

14未満

27未満
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(寸法単位 :mm)

項  目 申 請 構 造

⑤外装材
(つづき)

И]形状

阻卜1外形寸法

И]-2端部形状

サイディング相互の重なりと隙間
重なり

厚 さ 重な り 隙間

14 6以上 3以下

15～ 25 9以上 3以下

帯隙間

И〕-3断面形状

※中空の
a

d t

C

厚さ t a b C d e

15以上 3以上 3以上 3以上 9以下 t以上

但し、板厚 15を超える場合、厚さを増した分だけdの長さを

増すことができる

[51張方  (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)横張

(2)縦張

厚 さ
幅 長 さ

最 小 最大 最 小 最大

14 400 1210 1820 3640

15～ 25 303 9 l 0 910 3640

厚 さ 模様深さ
容積欠損率

(%)

※中空率

(%)

14

最小厚さ

8以上を

確保

8以下

(但 し、裏面か

ら 12以下の

模様による欠

損率とする)

0(中実)

15～ 25

最小厚さ

11以 上

を確保

H以下

(但 し、板厚

15を超える場

合は裏面から

15以下の模様

による欠損率

とする。)

37以下 (但

し、板厚 15

を超 える場

合は厚 さを

増 した分だ

けれdの長さ

を増 し中空

率をあげる

ことができ

る)
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(寸法単位 :mm)

項  目 申 請 構 造

⑥断熱材 フェノールフォーム保温板
・規 格 JIS A 95H
・材 料

[11芯材 :フ ェノール樹脂発泡体

材料構成 名称 組成 (質量%)

フェノール系樹脂 レゾール系樹脂 94-98

発泡剤 炭化水素 2-6

[2]面材

(1)～ (5)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ポ リエステル系不織布
・使用量 20～ 40g/∬

(2)ポ リプロピレン系不織布
。使用量 20～ 40g/∬

(3)ポ リエチレン加工紙
・規 格 JIS Z 1514
・使用量 20～ 40g/∬

他)は り合せアルミニウムはく
・規 格 JIS Z 1520

(5)不燃性の加工紙

(け い酸マグネシウム紙、ガラス繊維紙、

アルミニウムはく。ガラス繊維複合紙)

雨 材

志 樹

面 材

・形 状

張 方 外張

形状 平板

表面形状

(1)、 ()の うち、いずれか一仕様とする

(1)平滑

C)粗面

かさ比重 0.025～0.045

厚 さ 20± 2ハ
Ψ80± 2

大きさ
最大 1210× 5450

最′Jヽ  910× 1500

⑦防水紙 (1)～ (3)の うち、いずれか一仕様とする

(1)透湿防水シー ト
1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ポ リエステル系不織布
2)ポ リエチレン系不織布
3)ポ リオレフィン系不織布
・規格 JIS A 61H
・質量 85g/∬以下

(2)ア スファ,レ トフェルト430

・規格 JIS A 6005
・質量 430～ 500g/∬以下

(3)な し

(別添-4)



(寸法単位 :Ilull)

項   目 申 請 構 造

③防湿フィルム (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)住宅用プラスチック系防湿フィルム
・規格 JIS A 6930
。厚さ 0。 20以下

(2)な し

(別添-5)



2)副構成材料

(寸法単位 I ninl)

項   目 申 請 構 造

①外装材留付材 (1)～ (3)の うち、いずれか一仕様または組み合わせとする

(1)外装材固定用 (く ざ留め用)

1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス クリューくざ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 胴部径φ2.2以上×長さ 38以上

跡リングくざ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 胴部径φ2.2以上×長さ 38以上

3)タ ッピンねじ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 呼び径φ3.0以上×長さ 25以上

。間隔  (高さ方向)200以下、 (幅方向)500以下

(2)外装材固定用 (金具留め用)

1)～ 3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス テンレス鋼板

2)溶融亜鉛めっき鋼板

3)電気めっき鋼板
・寸法  厚さ 0,8以上

幅 40以上

サイディングとのさねかかり幅 32以上
・間隔   (幅方向)500以下
・形状  別添-13参照

(3)外装材留金具用留付材

1)～3)の うち、いずれか一仕様とする

1)ス クリューくざ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 胴部径φ2.2以上×長さ 38以上

跡リングくぎ

・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 胴部径φ2.2以上×長さ 38以上

3)タ ッピンねじ

・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 呼び径φ3.0以上×長さ 25以上

。間隔  (幅方向)500以下

②留付材 [l]胴縁固定用

ねじ
。材質 鉄製又はステンレス製

・寸法  呼び径φ6.0以上×長さ 80以上
。間隔  (高さ方向)500以下、 (幅方向)500以下

[2]構造用面材固定用 (1)、 (2)の うち、いずれか一仕様とする

(1)く ぎ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 胴部径φl.7以上×長さ 25以上

(跡 木ねじ
・材質 鉄製又はステンレス製
・寸法 月同部径φ3.8以上×長さ 38以上

・間隔  (周辺部)150以下、 (一般部)300以下

(別添-6)



(寸法単位 :mm)

項   目 申 請 構 造

③シーリング材 サイディングロ地充てん用

(1)～ (6)の うち、いずれか一仕様とする

(1)ポ リウレタン系樹脂

(跡 変成ウレタン系樹脂

(3)ポ リサルファイド系樹月旨

他)変成ポリサルファイド系樹脂

(5)シ リコーン系樹脂

(6)変成シリコーン系樹脂
・規格  JIS A 5758
・使用量  238g/∬以下

④ハット型
ジョイナー

縦目地用、横目地用
・厚さ 0.27以上
。幅  40以上

・材質

(1)～ (9)の うち、いずれか一仕様とする

(1)溶融亜鉛めっき鋼板
・規格 JIS G 3302

(2)塗装溶融亜鉛めっき鋼板
・規格 JIS G 3312

(3)溶融亜鉛 5%アルミニウム合金めっき鋼板
・規格 JIS G 3317

他)塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板
・規格 JIS G 3318

(5)溶融 55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
・規格 JIS G 3321

(6)塗装溶融 55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
・規格 JIS G 3322

(7)ポ リ塩化ビニル被覆金属板
・規格 JIS K 6744

(8)熱間圧延ステンレス鋼板
・規格 JIS G 4304

(9)冷問圧延ステンレス鋼板
・規格 JIS G 4305

⑤目地仕様 (1)～ 他)の うち、いずれか一仕様とする

(1)シーリング材目地+ハ ット型ジョイナー目地

(2)合いじゃくり目地

(勧 突付け目地

他)本実目地

(別添-7)



4.構造説明図

<外装材横張> (寸法単位 :m耐

※軒裏 防火構

屋
外
側

外 装 材

防水紙
(あ り又 はな し)

Л同鬱融

断熱材

※水切 り

柱

鉛 直 断面 図

防湿 フイル ム

(あ り又はな し)

柱 。間柱

造用画材

※土 台

※基礎

目地 部 水 平 断 面 図

屋内側

構造 用面材

熱 材

屋

内
lRJ

胴 縁

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

※ :本評価内容に含まない

防湿 フィルム

(あ り又はな し)

装 材

間 柱

水平 断面 図

水紙
り又はな し)

500

屋外側

(別添-8)



(寸法単位 :Illlll)

格遭用面材固定用留

固定用留付
胴

防湿 フ ィル

(あ り又はなし)

外装材

水 紙

(あ り又はなし)

留

留

イ

材

装

装
金具
金具用留付材

星外 側

い
ω
ｔ

ｗ
【コ

コ Ξ

を

ミ

水 平 断 面 詳 細 図

屋内側

相造用面材固定用留付

構造用画材固定用留

断熱

防 水

(あ り又はな し

外装材留付

胴禄固定用留付

柱

目地部水平断面図

外装材留金具

外装材留金具用留付材

断熟材

胴縁固定用留付 材相造用面材固定用留

断 熱

外装材留付材  (あ り又はな し)

{外装材留金具用留付

外装材留金

胴

外 装

胴揉 固定用留付

防湿フィルム

(あ り又はなし)

防湿フィルム

(あ り又はなし)

屋
内
側
　
柱問

外 装

屋
外
側

屋
内
側

屋
外
側

岡柱

14～ 2坦 回
20-80

H～
"日

回
20～ 80

(く ぎ留め)
(金 具 留 め )

鉛直断面詳細図

＼ ― ll郡

注)寸法および材料構成は 2および 3のとおり
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<外装材縦張>

※軒裏防火構

外 装材

防水紙
(あ り又はな し)

胴 縁

断熟材

※水切 り

鉛 直 断 面 図

胴 縁 外装材

500 500

注)寸法および材料構成は 2および 3のとおり

※ :本評価内容に含まない

(寸法単位 i mml

屋
内
側

屋
外
側

防湿 フイルム

(あ り又はな し)

柱 ・問柱

造用面材

※土 台

※基 礎

ィルム
又はな じ)

間 柱

水 平 断 面 図

目地 部 水 平 断 面 図

屋内側

構造用面材

熱 材

フ
リ

湿

あ

防

て

水紙
り又 はな し)

500 500 下

(別添-10)
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装 材
屋外 側

屋 内 側

断 熱

防 水

(あ り又はな し

外 装 材 留付

胴

外 装

胴縁 固定 用 留

外装材 留金具用 留付材

外装材 留金 具

(寸法単位 :mml

R同 縁 固定用 留付材

黙 材

胴縁 固定用 留付材

η同縁 固定用 留付
胴 縁

防湿 フィル

(あ り又はな し)

断熱 材

水平断面詳細 図

な

紙

又

水

りあ Ｒ‐一却
「劃

冨

ぞ
民

問

(あ り又はな し)
防湿フィルム

(あ り又はなし)

目地部水平断面図

防涅 フィルム

(あ り又はなし)

屋
内
側
　
柱間

屋
外
側

屋
内
側

屋
外
側

断 熱

防 水

胴

外 装

,日 縁 固定用 留付

間 柱

14～ 2

‖2卜

#平阪上|

14～

(く ぎ留め )(金 具留め )

鉛直断面詳細図

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

(別添-11)



外装材の目地処理方法

①シーリング材目地+ハ ット型ジョイナー目地

ハ ッ ト型ジョイナー 10■ 2 シー リング材

③突付け目地

(寸法単位 :ⅢⅢl

②合いじゃくり目地

④本実目地

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

(別添-12)



外装材留金具の形状
(寸法単位 :lull)

4 上

○  ○  ○

O  O  O

a

引

Φ
聟

○  ○  ○

引

〇
聟

掛 か り代面積 (Σ a+Σ b):1.69c∬ 以 上

上実 (Σ a):0.90c∬ 以上

下実 (Σ b):0.79c∬ 以上

aa

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり
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5,施正方法等

<施工図>
外装材横張

湿フィ ム

(あ り又は

断 熱

構造用面

防水
(あ り又はな し

※ 床

※土 台

※基礎

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

※ :本評価内容に含まない

間

(寸法単位 :m耐

胴縁
胴縁用固定 留付材

装材留金具

外装材留金具用留付材

装 材

柱

ル

な し

水切 り

(別添-14)



<施工図>
外装材縦張

防湿 フィル ム

あ り又はな し)

断 熱

構造 用 面

防 水

(あ り又はな し

※ 床

※土 台

※基 礎

注)寸法および材料構成は 2および 3の とおり

※ :本評価内容に含まない

問

(寸法単位 :mm)

外 装 材

柱

※水 切 り

装材 留

材 留

胴 縁

定縁月同

付

固
留

(別添-15)



<施工手順>
1)下地組み等

(1)下地組み
・土台に柱と問柱を取付ける。この時の柱と問柱との間隔、及び問柱問相互の間隔は 500mm以下と

する。

(跡 構造用面材の取付け
・構造用合板、パーティクルボー ド等の構造用面材を柱または間柱に鉄丸くざ等を用いて留め付け

る。ただし上記構造用面材を用いて、耐力を有する軸組の外壁とする場合、構造用面材の種類、

厚さ、留め付け方法等は昭和 56年建設省告示 H00号、及び平成 13年国土交通省告示 1541号に

準じることとする。

(3)防湿フイルムの取付け
・防湿フイルムは横張りを原則として、継日は下地のあるところで 100mm以上重ね合わせ張付ける。

2)フ ェノールフォーム保温板の取付け
。フェノールフォーム保温板をその相互に隙間が生じないように上下左右に接した状態で、下地組み

の外側にくざ等で仮留めする。

3)防水紙の留め付け
。防水紙は横張りを原則として、重ね代縦 90mm以上、横 150mm以上確保して張付ける。

4)胴縁の取付け
・サイディングが横張仕様の場合には、断面寸法が 18× 45以上の胴縁を柱及び問柱の直上に、サ

イディングが縦張仕様の場合には、上記の胴縁を柱及び間柱に直交する方向に、500ΠⅢl以下の間

隔で配置する。なお胴縁は、柱及び間柱に胴縁固定用接合材のねじで 500ΠⅢl以下の間隔で留め付

ける。

5)窯業系サイディングの取付け

サイディングの張方には、横張、縦張がある。

(1)く ざまたはタッピンねじ留め
・胴縁に間隔 200mm以下で留め付ける。

(2)金具留め (但 し、厚さ 1 5nHl以上の外装材に限る)

・胴縁に板幅間隔以下で留め付ける。

6)窯業系サイディングの目地処理

(1)合 いじゃくり。本実目地
・目地部においてサイディングの重ね代および隙間を確保し、上実・下実の端部は相互に密着させる。

(2)水切 り
。日地部には、胴縁等の受材があることを確認する。
・目地部においてサイディングはくざまたはタッピングねじで受材に留め付け、目地幅は 101ull以 下

とする。
・水切 りは、受材にくざまたはタッピンねじで留め付け、サイディングと 20mm以上の重ね代をとる。

(3)シ ーリングロ地
。日地部には、胴縁等の受材があることを確認する。
・目地幅は 8～ 12mmと し、必要に応じてバックアップ材を入れ、シーリング材を充てんする。

他)突付け目地
・目地部には、胴縁等の受材があることを確認する。

・目地部においてサイディングはくざまたはタッピンねじで受材に留め付ける。

(別添-16)


